
地域子育て支援センター「出張ひろば」を開催します

後期高齢者医療からのお知らせ

国民健康保険からのお知らせ

　未就園児と保護者が気軽に集い、育児相談ができる常設の地域子育て支援センターから、スタッフが飛び出して別の会
場で出張ひろばを開催します。
　町内３つのセンターが同じ会場に集まり、親子で楽しめる遊びを企画していますので、ぜひご参加ください。

日　時：11月16日（土）10時～ 11時30分
場　所：船附こども園（上履きを持参してください）
出張するセンター：地域子育て支援センター下笠保育園
　　　　　　　　　地域子育て支援センターおひさまっこ
　　　　　　　　　地域子育て支援センター虹の架け橋
対　象：未就園または未就学の子どもと保護者

※11時15分頃から『養老こどもまんなか宣言』と記念撮影を行います。予約不要で参加可能です。
※子どもの写真を上手に撮るコツを学べるワークショップも同時開催します。（要予約）

　12月２日をもって、被保険者証の新規発行が終了します。令和７年７月 31日までは、新たに後期高齢者医療制度に加
入する人については、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、はがきサイズの「資格確認書」が送付されます。

　12月２日をもって、被保険者証の新規発行が終了します。12月２日以降に新たに国民健康保険に加入する人のうち、
マイナ保険証の登録をしていない人にはカードサイズの「資格確認書」が、マイナ保険証の登録をした人にはＡ４サイズ
の「資格情報のお知らせ」が交付されます。
　なお、12月１日までに制度に加入し、被保険者証をお持ちの人については、被保険者証に記載の期限まで使用すること
ができますが、紛失や破損した場合に住民環境課窓口で申請すると資格確認書もしくは資格情報のお知らせが交付されます。
　また、保険税の滞納により給付に制限を受けている被保険者は、資格確認書などの代わりに事前に「特別療養費などの
支給に係る事前通知」が送付され、その後「資格確認書（特別療養費）」が交付されます。この通知を受け取った対象者は、
受診する際に医療機関などの窓口で医療費を全額支払う必要があります。その後に住民環境課窓口で申請を行うと、支払っ
た額から一部負担金相当額を控除した額の給付を受けることができます。
国民健康保険の資格確認書
・資格確認書はカードサイズです。
・有効期限は原則令和７年７月 31日までです。（70歳の誕生日を令和７年７月までに迎える人のうち、１日生まれの人は
その月から、それ以外の人は月末までが有効期限となります）期限が近付くと住民環境課よりマイナ保険証の登録をし
ていない人へ資格確認書が送付されます。

・医療機関などの受付窓口で提示していただくことで、これまでの被保険者証と同様に受診が可能です。
資格情報のお知らせ
・資格情報のお知らせはＡ４サイズです。
・有効期限は原則令和７年７月 31日までです。（70歳の誕生日を令和７年７月までに迎える人のうち、１日生まれの人は
その月から、それ以外の人は月末までが有効期限となります）期限が近付くと住民環境課よりマイナ保険証の登録をし
ている人へ資格情報のお知らせが送付されます。

・資格情報のお知らせは自身の負担割合などの資格情報を確認するもので、資格情報のお知らせのみを医療機関などの受
付窓口で提示しても保険診療を受けることはできません。マイナ保険証を窓口で提示してご利用ください。

・機器トラブルなどによりマイナ保険証が読み取れない場合は、資格情報のお知らせとマイナ保険証と合わせて提示する
ことで受診が可能です。

マイナ保険証をご利用ください！
　マイナ保険証を利用すると、医療費の自己負担額が安くなる、申請をしなくても高額療養費制度における限度額を超え
る支払いが免除される、処方・調合されたお薬情報をマイナポータルで確認できるなどのメリットがあります。ぜひこの
機会にマイナ保険証を作りましょう。
○マイナ保険証の電子証明書の有効期限に注意しましょう！
　マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には有効期限があります。有効期限が過ぎた場合はマイナ保険証が使え
なくなりますので、住民環境課で更新手続を行ってください。

既に後期高齢者医療に加入している人
12 月１日までに制度に加入し、被保
険者証をお持ちの人は左図の青枠の有
効期限まで使用できます。紛失や破損
した場合は、健康福祉課窓口で申請す
れば、令和７年７月 31日まではマイ
ナ保険証の保有状況にかかわらず、資
格確認書が発行されます。

後期高齢者医療の資格確認書
・資格確認書ははがきサイズです。
・有効期限は令和７年７月 31日まで
です。

・現在の被保険者証の資格情報に加え
て、高額療養費限度区分などの情報
が記載されます。※新たに制度に加
入した人などで、高額療養費限度区

分などの記載がない人については、健康福祉課で申請が必
要です。

・医療機関などの受付窓口で提示していただくことで被保険
者証と同様に受診などが可能です。

子ども課　☎32-5078

■問 健康福祉課　☎32-1105

■問 住民環境課　☎32-1104

■問 住民環境課　☎32-1104

　私たちが見たり、読んだり、包んだりして一度使用した紙は、古紙として種類ごとに分けて回収することで、様々な製
品として生まれ変わる “資源” となります。紙は種類ごとに分別し、資源回収に出すなどしてリサイクルしましょう。

【古紙から生まれる製品】
　・卵や果物の包装紙　　・床材や家具に利用される古紙ボード　　・住宅用断熱材

紙のリサイクル

対象製品の原料に古紙を既定の割合以上使用していることを示すマーク。古紙利用製品の使用を拡大し、古紙
の回収・利用を促進することを目指しています。内閣府所管の公益財団法人古紙再生促進センターが 1981 年
５月より制定・運営している歴史あるマークです。

　自宅で古紙の回収場所を決め、家族みんなで共有し、再利用を推進していきましょう。
　今、地球温暖化が問題になっています。使った紙をごみとして捨てるのではなく、再利用することでエネルギーの節約
となり、環境に優しい行動となります。紙をはじめとした大切な “資源” を「捨てない」「分ける」「集める」といった行
動を心がけ、リサイクルの輪を広げていきましょう。

ＳＤＧｓ“持続可能な養老のまちづくり”

生活と環境を考える会　☎32-2386
住民環境課　　　　　　☎32-1104

新聞紙

新聞紙
週刊誌
印刷用紙

紙箱・絵本

雑誌・雑がみ

ダンボール箱
紙筒

ダンボール

トイレットペーパー
ティッシュペーパー

紙パック

※雑がみ

紙袋に入れて
資源回収に出しましょう

パンフレット
コピー紙
包装紙
紙袋
紙箱

※雑がみに混ぜてはいけないもの
①紙コップや紙皿など防水加工がしてあるもの
②レシートやファックス用紙
③汚れているもの
④プラスチックフィルムが貼ってあるもの
⑤金や銀紙、アルミ箔が貼ってあるもの

有効期限は
こちらに記載
有効期限は
こちらに記載

ワークショップの
申し込みはこちら

広報ようろう　2024.11.115 広報ようろう　2024.11.1 14


